
也

議
案
第
八
十
三
号

三
朝
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法
(
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
竺
項
の
規
定
に
よ
り
'
本
義
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

昭
和
五
十
九
年
九
月
十
九
日

三

　

朝

　

町

　

長

松

　

　

村

　

　

喬

　

　

成

笥
蓋
九
年
九
月
骨
九
日
　
原
索
可
決三

朝
町
議
会
議
長
名
越
典
由



轟

三
朝
町
条
例
第

号

三
朝
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
国
民
健
康
保
険
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
二
十
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
｡

第
六
条
を
第
七
粂
と
し
,
第
五
条
を
窮
六
条
と
し
･
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
｡

第
五
粂
　
療
養
板
扱
機
関
に
つ
い
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
被
保
険
者
は
'
そ
の
給
付
を
受
け
る
際
'
次
の

各
号
の
区
分
に
従
い
･
当
惑
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に
当
該
各
号
紅
梅
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
'

一
部
負
担
金
と
し
て
､
当
該
療
養
帝
政
機
関
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

1
　
次
号
叉
は
第
三
号
に
絡
げ
る
者
以
外
の
被
保
険
者
　
十
分
の
三

二
　
退
俄
被
保
険
者
(
国
民
健
康
保
険
法
(
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
｡
以
下
｢
法
｣
と
い
う
｡
)

第
八
条
の
二
竺
項
に
規
定
す
る
退
織
被
保
険
者
を
い
う
｡
)
　
十
分
の
二

三
　
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
妻
者
(
法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
通
暁
被
保
険
者
の
被
扶
糞
者
を

い

う

｡

)

イ
　
診
察
,
薬
剤
若
し
く
は
治
療
材
料
の
支
給
叉
は
処
置
･
手
術
そ
の
他
の
治
療
(
病
院
又
は
診
療
所



鶴

へ
の
収
容
に
伴
う
も
の
を
除
く
｡
)
　
を
受
け
る
場
合
　
十
分
の
三

口
　
病
院
又
は
診
療
所
へ
の
収
容
(
そ
れ
に
伴
う
診
察
'
薬
剤
若
し
く
は
治
療
材
料
の
支
給
又
は
処
置
'

手
術
そ
の
他
の
治
療
を
含
む
｡
)
　
を
受
け
る
場
合
　
十
分
の
二

附

　

則

こ
の
条
例
は
､
昭
和
五
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
｡

中

　

　

　

　

　

一


